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１ 指定管理者の募集について 

  深谷市では、学童保育室（以下「保育室」という。）の管理運営を効率的・効果的かつ

安定的に行うため、「地方自治法第２４４条の２第３項」に基づき指定管理者の募集を行

うものです。 

  指定管理者制度を導入することにより、民間団体を含めた多様な団体の活力や柔軟な

発想を生かし、保育室において、これまで以上に利用者本位の柔軟なサービスを提供し、

効率的な経営の推進を図りたいと考えております。 

 

２ 対象となる施設の概要 

 （１）施設設置の目的・役割 

   児童福祉法(昭和２２年１２月１２日法律第１６４号)第６条の３第２項に基づき、

小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないも

のに、授業の終了後、適切な遊び及び生活の場を与えて、児童の健全育成を図ること

を目的とします。 

 

（２）施設の所在地・規模 

施設名 所在地 定員 設置場所 

１ 桜ケ丘学童保育室 上野台 508番地 
92人 ・46人×2クラス 

小学校敷地内戸建 

（桜ケ丘幼稚園併設） 

138人 ・46人×3クラス 小学校敷地内戸建 

２ 藤沢学童保育室 

人見 1625番地 40人 ・40人×1クラス 
小学校敷地内戸建 

（元藤沢幼稚園併設） 

一時借用教室等 

30人 ・30人×1クラス 元藤沢幼稚園 １室 

38人 ・38人×1クラス 藤沢小学校 １室 

40人 ・40人×1クラス 藤沢小学校 １室 

３ 上柴東学童保育室 上柴町東 5丁目 9番地 1 120人 ・40人×3クラス 小学校敷地内戸建 

４ 大寄学童保育室 
内ケ島 660番地 4 40人 ・40人×1クラス 小学校敷地内戸建 

一時借用教室等 38人 ・38人×1クラス 大寄小学校 １室 

５ 豊里学童保育室 新戒 643番地 2 64人 ・32人×2クラス 小学校隣接敷地戸建 

６ 岡部学童保育室 
普済寺 1340番地 1 110人 

・29人×2クラス 

・26人×2クラス 
小学校隣接敷地戸建 

一時借用教室等 40人 ・40人×1クラス 岡部小学校 １室 

７ 本郷学童保育室 針ヶ谷 506番地 80人 ・40人×2クラス 小学校敷地内戸建 

８ 岡部西学童保育室 岡 2016番地 1 135人 ・45人×3クラス 小学校隣接敷地戸建 
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※借用教室については、入室児童数や小学校等の状況により、利用場所が変更となる可能

性があります。 

 

 （３）施設の利用状況 

令和８年度（４月１日現在）                         単位：人 

施設名 1年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 計 

１ 桜ケ丘学童保育室 ５０ ５２ ５４ ３１ ３１ １１ ２２９ 

２ 藤沢学童保育室 ４２ ３２ ２８ ２２ ０ ０ １２４ 

３ 上柴東学童保育室 ３３ ２１ ２０ １７ ２ ０ ９３ 

４ 大寄学童保育室 １４ １６ １１ １４ ６ ８ ６９ 

５ 豊里学童保育室 １８ １８ １１ １１ ０ ２ ６０ 

６ 岡部学童保育室 ３４ ２４ ２７ ２２ ２１ ９ １３７ 

７ 本郷学童保育室 ９ １０ １９ １８ １２ ６ ７４ 

８ 岡部西学童保育室 ２１ ３２ ２３ ２２ １５ １７ １３０ 

９ 花園学童保育室 ４８ ５６ ４８ ３５ １２ ７ ２０６ 

※定員を超過する場合も児童の受け入れは行います。既存の保育室だけで受け入れができ

ない場合は、学校の教室の１室を借用する等、保育室の確保を市が行います。 

 

３ 管理に当たっての条件 

 （１）指定管理者が行う業務内容 

   ア 放課後児童健全育成事業の実施に関する業務 

   イ 施設（設備及び物品を含む。）の維持管理に関する業務 

   ウ 上記業務に付帯するその他庶務的な業務 

  

（２）管理に要する経費 

   ア 指定管理料 

指定管理料（各年度）上限は、以下のとおり（消費税及び地方消費税相当額を含

まない）を上限とします。 

※上限額設定における人件費は、近年の賃金上昇を踏まえ積算しているため、指定

管理料積算の際には、このことを考慮すること。 

                      単位：千円／年額 

 施設名 指定管理料上限 

１ 桜ケ丘学童保育室 ５１，３１０ 

２ 藤沢学童保育室 ４１，２６０ 

３ 上柴東学童保育室 ３３，４９０ 

９ 花園学童保育室 

小前田 1463番地 1 40人 ・40人×1クラス 小学校敷地内戸建 

一時借用教室等 170人 
・40人×2クラス 

・45人×2クラス 
元花園幼稚園 ４室 
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４ 大寄学童保育室 ２４，５４０ 

５ 豊里学童保育室 ２４，７８０ 

６ 岡部学童保育室 ５０，７９０ 

７ 本郷学童保育室 ２４，０８０ 

８ 岡部西学童保育室 ３３，５７０ 

９ 花園学童保育室 ５１，６６０ 

 

イ 指定管理料の支払い 

市は、施設運営および設備（指定管理者が独自で設置したものを除く）の維持管   

理に要する経費に相当する金額を、指定管理料として別途締結する協定書に基づき指

定管理者に支払います。支払時期や支払い方法については協定書により定めますが、

毎月末日までに、指定管理者の請求に基づき支払うものとします。なお、災害や税制

の変更等、特別な場合を除き、原則指定期間中は指定管理料の増額は行いません。 

 また、保育料の徴収は市が行いますので、指定管理料以外の保育料収益はありま 

せん。 

ウ 指定管理料の精算（取扱い） 

経費の節減等により生み出された剰余金については、指定管理者の努力によるもの

とみなし、原則として返還を求めません。 

  エ 指定管理料の変更 

    事業計画等で規定した業務を実施しなかった場合、協定で定めた事業の実施回数

を下回った場合、定めた人数の職員を配置しなかった場合、大幅な物価変動があっ

た場合、協定時に見込まれていない特段の事情の変更が生じた場合等、当初の指定

管理料どおり支払うことが合理的でない場合は、市と指定管理者の協議により、指

定管理料のうち変更等が生じた部分の金額を見直すものとします。 

 

（３）指定期間 

   令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までの５年間とします。 

  

（４）管理の基準 

   業務内容に関する詳細については、別添の管理業務基準書を参照してください。 
   ※管理業務基準書等を遵守しない場合、指定管理者の指定を取り消すことがあります。 

  

（５）指定管理者と市との役割分担 

   指定管理者と市との役割分担は、原則として次のとおりとします。 

項 目 指定管理者 市 

施設（設備、備品を含む。）の保守点検 〇  

施設の維持管理（植栽管理、清掃等を含む。） 〇  

安全衛生管理 〇  
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業務に関連して取得した利用者等の個人に関する

情報漏えい等による利用者等に対する対応 
〇 

 

 事故、火災等による施設の損傷の回復 

△ 

（自己の責に帰すべ

き事由による場合） 

〇 

 施設利用者の被災に対する責任 
△ 

（現場での対応） 
〇 

 市有施設の火災共済保険加入  〇 

 市有施設の賠償責任保険加入 〇  

 包括的な管理責任  〇 

  ※賠償責任保険 

    指定管理者の損害賠償の履行を担保するため、指定管理者の負担で、市が加入し

ている損害賠償保険と同じ内容以上の損害賠償保険に加入するものとします。 

    【市が加入している損害賠償保険の内容】 

    身体賠償：１名 １億円・１事故 １０億円 

    財物賠償：１事故 ２，０００万円 

  ※その他の指定管理者の役割 

    ・ 指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって、保育室を常に良好な状態に管

理する義務を負います。 

・ 指定管理者は、施設利用者の被災に対し、現場で対応する責任を有し、施設又

は施設利用者に災害があった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに市

に報告しなければなりません。 

 

（６）指定管理業務の継続が困難になった場合における措置に関する事項 

  ア 指定管理者は、指定管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた

場合には、速やかに市に報告しなければなりません。 

  イ 指定管理者の責めに帰すべき事由により指定管理者による適正な施設管理が困難

となった場合又はそのおそれがあると認められる場合には、市は、指定管理者に対

して改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができま

す。 

この場合において、指定管理者が当該期間内に改善することができなかった   

ときには、市は、指定管理者の指定を取り消すことができます。 

  ウ 指定管理者が市の指示に従わないときや指定管理者の財務状況が著しく悪   

化するなど指定管理業務の継続が困難と認められる場合には、市は、指定管理   

者の指定を取り消すことができます。 

    エ イ又はウにより指定管理者の指定を取り消され、市に指定管理者の債務不履   

行による損害が生じた場合には、指定を取り消された指定管理者は、市に生じ   

た損害について賠償の責めを負うこととなります。 
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    オ 市又は指定管理者の責めに帰することができない事由により指定管理業務の   

継続が困難となった場合には、市と指定管理者は、指定管理業務継続の可否に   

ついて協議することとします。 

  

（７）委託等の禁止 

   指定管理業務の実施に当たり、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせるこ

とは認められません。ただし、あらかじめ市の承認を受けた場合には、業務の一部を

第三者に委託し、又は請け負わせることができます。 

 

 （８）その他 

   指定管理業務の実施に当たり、次の各項目に留意してください。 

  ア 地方自治法、条例及び規則、関係法令の内容を十分に理解し、法令の規定に基づ

いた管理運営を行ってください。 

  イ 公の施設であることを念頭に置いて、公平な管理運営を行ってください。 

  ウ 市と連携を図った管理運営を行ってください。 

  エ 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定・要項等を作成する場合は、市と協

議を行ってください。 

  オ 当該施設を活用して、市が広告事業を実施する場合は協力してください。 

  カ 当該施設の事業運営、維持管理に当たっては、市の運営方針に基づき行ってくだ

さい。 

  キ この募集要項、管理業務基準書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容

について定めのない事項または疑義が生じた場合については市と協議し決定してく

ださい。 

  ク 管理業務を通じて作成又は取得した文書等の適正な管理・保存に努めてください。 

  ケ 管理業務を通じて作成又は取得した文書等の情報公開に努めてください。 

  コ 管理業務を通じて取得した個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び

深谷市個人情報保護法施行条例に基づき適正な取扱いをしてください。 

 

４ 申請の手続 

 （１）申請者の備えるべき資格 

  ア 指定期間中、安定的に保育室を管理運営する能力を有し、かつ当該施設の機能を

効果的・効率的に達成することのできる法人その他の団体（以下「法人等」という。）

とします。個人での申請はできません。 

イ 市内で児童福祉施設の運営又は、埼玉県内で３年以上放課後児童健全育成事業を

行っている法人等とします。 

ウ Ｐ９に記載している説明会及び現地見学会に参加した法人等とします。 

エ 法人等であっても、次のいずれかに該当する場合は、申請できません。また、申請

後、指定を受けるまでの間にいずれかに該当することとなった場合、その資格を失う
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ことになります。 

   (ｱ) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、

一般競争入札等の参加を制限されている法人等 

   (ｲ) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されている法人等 

   (ｳ) 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てをしている

法人等及びその開始決定がされている法人等。（同法附則第３条第１項の規定によ

りなお従前の例によることとされる破産事件にかかるものを含む。） 

   (ｴ) 深谷市から入札参加停止措置を受けている法人等 

   (ｵ) 法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税又は地方消費税、市税等の納

付すべき税金を滞納している法人等 

   (ｶ) 過去２年以内において、指定管理者の責に帰すべき理由により、本市もしくは

他の地方公共団体から地方自治法第２４４条の２第１１項の規定の取り消しを受

けている又は取り消しを受けることが決定されている法人等 

   (ｷ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 

   (ｸ) 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の

構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」とい

う。）の統制下にある法人等 

   (ｹ) その代表者等（法人にあってはその役員（非常勤を含む。）及び経営に事実上参

加している者を、その他の団体にあってはその代表者及び運営に事実上参加して

いる者をいう。）が暴力団の構成員等である法人等 

    ※申請時に、上記エ(ｱ)～(ｹ)に該当しない旨の法人の誓約書（様式２）及び 

各役員からの誓約書（様式３）を提出していただきます。 

  オ 複数の法人等で共同事業体を構成して申請する場合は、共同事業体の名称及び代

表者を定めて、「共同事業体協定書兼委任状」（様式１）をあわせて提出してくださ

い。 

    ただし、当該共同事業体の構成員は、当該共同事業体が申請を行った保育室に関

して、他の共同事業体の構成員となり、又は単独で申請を行うことはできません。    

また、構成員のいずれかが上記エ(ｱ)～(ｹ)のいずれかに該当する場合は、申請でき

ません。 

    なお、複数の法人等が共同事業体で指定管理者に指定された後、例えば、そのう

ちの１団体が指定管理者の業務を継続できなくなった場合、その共同事業体全体が

指定管理者の指定を取り消される場合がありますので、御注意ください。 

 

５ 申請の方法 

  申請に当たっては、P１～２に記載されている９施設の内、施設毎に以下の書類を市に
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提出してください。 

  なお、市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

（１）提出書類 

番号 書 類 名 
提出部数 

正本 副本 

１ 申請書類チェックリスト  １ １０ 

２ 「指定管理者の指定申請書」別記様式（第２条関係） １  

３ 「共同事業体協定書兼委任状」（様式１）※共同事業体による応募の場合 １  

４ 「印鑑証明書」※申請日前３か月以内に取得したもの １  

５ 「応募資格がある旨の誓約書（法人等）」（様式２） １  

６ 「応募資格がある旨の誓約書（役員）」（様式３） １  

７ 法人等の定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれに準ずる書類 

※申請日前３か月以内に取得したもの 
１ 

 

８ 法人等の決算関係書類 

※過去２か年分の事業報告書、財産目録、貸借対照表、資金収支計算書又はこ

れに準ずる書類 

１ １０ 

９ 法人等の予算関係書類 

※ 直近１年分の事業計画書、資金収支計算書又はこれに準ずる書類 
１ １０ 

10 法人等の組織及び運営に関する事項を記載した書類 

※ 就業規則、経理規則、給与規程その他法人等の諸規程類 
１ １０ 

11 ⑴ 法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の３） 

 ※税務署が発行したもので、申請日前３か月以内に取得したもの 

⑵ 法人都道府県民税及び法人事業税の納税証明書 

 ※都道府県の県税事務所が発行したもので、申請日前３か月以内に取得した

もの。直近２事業年度分 

⑶ 市町村税の納税証明書 

 ※市町村が発行したもので申請日前３か月以内に取得したもの。直近１事業

年度分（前年度分の滞納（未納分）がないことを証明する書類でも可） 

 ・県内に本店を有しない法人等の場合は、本店及び県内事業所２か所分の納

税証明書を提出してください。 

１  

12 「法人等役員名簿」（様式４）及び履歴を記載した書類 １ １０ 

13 「管理の業務に係る事業計画書及び収支予算書」（様式５） 

１ 法人等の概要 

２ 管理上の基本方針に関する事項 

３ 管理業務の実施に関する事項 

４ 収支計画に関する事項 

５ 管理体制に関する事項 

※ ２、３、４については、業務基準書が複数ある場合は、業務基準書ごとに

１ １０ 
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内訳を作成してください。 

※ 収支等については全て税抜で記載してください。 

※ 共同事業体による申請の場合は、提出書類の４から１２までを構成員ごとに提出してください。 

 （副本については、提出書類の８、９、１０及び１２を構成員ごとに提出してください。） 

※ 各書類の作成及び添付については、各様式中の指示事項に従ってください。 

 

 （２）提出部数 

   紙媒体及び電子データの両方を提出してください。紙媒体については、正本（一式）

１部と副本（審査事務用）１０部を提出してください。 

   また、用紙サイズは、原則としてＡ４サイズでお願いします。 

 

  ○正本一式（番号１～１３） 

１部（A４二穴綴じフラットファイル。ホチキス綴じ不可） 

 

  ○副本（番号１、８、９、１０、１２、１３） 

１０部（A４二穴綴じフラットファイル。ホチキス綴じ不可。 

提出書類に通しのページ番号を記入してください。） 

 

〇電子データ 

１部（正本の電子データを保存した CD-R 等の電子記録媒体を提出してくださ 

い。） 

 

 （３）提出方法 

   申請書類の提出は、持参とします。（郵送・メールの提出不可） 

   【提出先】 

   深谷市こども未来部保育課学童保育係 

   深谷市仲町１１番１号 

   電 話：０４８－５７４―８６４８（直通） 

 

（４）留意事項 

ア 著作権の帰属等 

事業計画書等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、市は、指定管理者の決定

の公表など必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で利用できるものとします。

なお、提出された書類は理由の如何に関わらず返却しません。 

イ 費用の負担 

申請に要する経費は、申請者の負担とします。 

ウ 情報公開条例に基づく公開請求 

提出された申請書類は、深谷市情報公開条例に基づく公開請求の対象となります
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（原則として、個人に関する情報や申請者の正当な利益を害するおそれのある情報を

除く。）。 

エ 申請の辞退 

申請書類を提出した後に辞退する場合には、書面により申し出てください。 

 

６ 手続き概要 

 （１）募集要項の公表 

     指定管理者の公募については、深谷市ホームページに掲載しています。募集要

項、申請書類等については、ホームページからダウンロードしてください。 

 

 （２）説明会及び現地見学会の開催 

申請書類等に関する概要説明会及び現地見学会を次のとおり開催します。申請

を予定している法人等は、必ず参加してください。 

     説明会及び現地見学会に参加を希望する法人等は、令和８年７月３日（金）午

後５時までに「説明会及び現地見学会参加申込書」により深谷市こども未来部保

育課学童保育係にメールで申し込んで下さい。なお、参加者は、１団体又は１グ

ループともに２名以内とします。 

※募集要項等は、当日配付しません。深谷市ホームページからダウンロードの上、  

印刷して当日お持ちください。 

ア 説明会 

開催日時 令和８年７月８日（水）午前１０時～ 

開催場所 深谷市役所 ３階 大会議室 

     深谷市仲町１１番１号 

  

 イ 現地見学会（説明会に参加した法人等のみ） 

施設名 開催日 開催時間 開催場所 

１ 桜ケ丘学童保育室 令和８年７月１５日（水） 午前９時～ 桜ケ丘学童保育室 

２ 藤沢学童保育室 令和８年７月１５日（水） 午前１０時～ 藤沢学童保育室 

３ 上柴東学童保育室 令和８年７月１３日（月） 午前９時～ 上柴東学童保育室 

４ 大寄学童保育室 令和８年７月１３日（月） 午前１０時１５分～ 大寄学童保育室 

５ 豊里学童保育室 令和８年７月１３日（月） 午前１１時１５分～ 豊里学童保育室 

６ 岡部学童保育室 令和８年７月１４日（火） 午前１０時～ 岡部学童保育室 

７ 本郷学童保育室 令和８年７月１４日（火） 午前１１時１５分～ 本郷学童保育室 

８ 岡部西学童保育室 令和８年７月１４日（火） 午前９時～ 岡部西学童保育室 

９ 花園学童保育室 令和８年７月１５日（水） 午前１１時１５分～ 花園学童保育室 

 

（３）質問の受付 

     募集に係る質問を次のとおり受け付けます。ただし、説明会及び現地見学会に
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参加していない法人等の質問は、受け付けません。 

  ア 質問の受付期間 

    令和８年７月２１日（火）から７月３１日（金）午後５時まで 

※深谷市の休日を定める条例（平成１８年深谷市条例第２号）第１条に規定する休日を除く。 

  イ 質問の受付方法 

    質問書（様式６）に記入の上、深谷市こども未来部保育課学童保育係までメール

で提出してください。電話、郵便では受け付けません。 

  ウ 質問の回答 

     質問に対する回答は、説明会及び現地見学会に参加した全ての法人等に令和８年

８月７日（金）にメールで通知します。 

  

（４）申請書受付・第一次審査      

     申請書受付時に提出された書類に不備がないか、応募資格を満たしているかな

どの形式審査を実施します。 

    申請書受付期間 

    令和８年８月１０日（月）から８月２１日（金）午後５時まで 

  

（５）選定委員会による審査（第二次審査） 

     第一次審査通過者を対象に次のとおり選定委員会による審査（第二次審査）を

行います。 

     開催時期 令和８年９月下旬～１０月下旬（正式な日時は後日連絡いたします。） 

     提出していただいた書類により審査（ヒアリング等）を行います。その後、選定

委員会において指定管理者候補者の選定を行います。 

  

（６）指定管理者候補者の決定 

     選定委員会の審査結果をもとに、市が指定管理者候補者の決定を行います。 

 

 （７）選定結果の通知 

選定結果は、応募団体等（グループの場合は代表団体）に郵送にて通知します。 

  

（８）仮協定書の締結 

     指定管理者候補者の選定後、基本協定締結のための協議を行い、協議成立後、

仮協定書を締結します。 

  

（９）指定管理者の決定 

     深谷市議会（令和８年１２月議会）の議決後に、指定管理者候補者を指定管理

者として指定します。 
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（１０）指定の通知及び結果の公表 

     指定の通知は、指定管理者に郵送にて通知します。また、通知後深谷市ホーム

ページに掲載し、公表します。 

 

 （１１）事務引継ぎ 

     令和９年４月１日からの業務を支障なく行うため、令和９年２月１日から同

年３月３１日までの２か月間で、準備及び業務の引継ぎを行います。 

 

 （１２）基本協定の締結 

     基本協定書及び年度協定書締結のための協議を経て基本協定を締結します。 

 

７ 選定基準 

  指定管理者候補者の選定は、以下の選定基準に基づく総合的な評価により行います。 

 

１ 事業計画書に基づく公の施設の運営が、市民の平等な利用を確保することができる

ものであること。（10 点） 

  （１）公の施設の管理を行う上で基本的な考え方は適切か。 

  （２）利用者、利用団体に対し、公平・平等な利用の確保が図られているか。 

  

２ 事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮させるものであること。（30 点） 

  （１）施設の設置目的等に合致した運営方針であるか。 

  （２）ＰＲ、広報活動を含め、サービス向上のための取組みや利用促進の取組みは適切

か。 

  （３）防犯・防災への対応や緊急時対策は適切か。 

  （４）個人情報保護等の情報管理の取組みは適切か。 

  （５）施設・設備の維持管理の取組みは適切か。 

  （６）自主事業計画の内容は適切か。 

  

３ 事業計画書の内容が、施設の管理に係る経費の縮減を図るものであること。（15 点） 

  （１）提案価格の評価。 

  （２）各経費等、収支の積算は妥当か。 

  （３）経費縮減のための方策は適切か。 

  

４ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有する法人等であ

ること。（35 点） 

  （１）法人等の財務状況は健全か。また、安定確実に業務を行える経営規模か。 

  （２）安定した管理が見込まれる組織体制か。 

  （３）職員配置計画は適切か。 
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  （４）配置職員の人材育成・研修計画は適切か。 

  （５）再委任の方法等は適切か。 

  （６）類似施設の管理運営実績を有しているか。 

  

５ その他（10 点） 

  （１）環境に配慮した取組みとなっているか。 

  （２）市内の企業の活用、雇用も含め、地域貢献に配慮がなされているか。 

 

８ 協定書 

 （１）基本的な考え方 

     市は、選定委員会の選定結果を参考に決定した指定管理者候補者との協議成立

後、仮協定書を締結します。その後、議会の議決をもって指定管理者として指定

します。 

     議決後、市と指定管理者とで細目的な協議を行い、基本協定書を締結します。 

     また、各年度の実施事項を定める年度協定書を別途締結します。 

 

 （２）議会の議決を得られなかった場合の措置 

市議会での議決が得られない場合、または議決を得るまでの間に指定管理者候補        

者を指定管理者として指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場

合は、仮協定を解除し、当該候補者を指定管理者として指定しません。この場合、

指定管理者が応募に関して負担した費用及び管理運営の準備のために負担した費

用については、一切補償しません。 

 

 （３）指定期間開始前における指定の取消し 

指定管理者として指定された後、指定期間開始までの間に、次のいずれかに該当

することとなったときは、指定管理者の指定を取り消すことがあります。この場合

において、指定管理業務の準備のために要した費用については一切補填しません。 

  ア 正当な理由なく基本協定書の締結に応じないとき。 

  イ 財政状況の悪化などにより、指定管理業務の履行が確実でないと認められるとき。 

  ウ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認めら

れるとき。 

 

９ その他 

 （１）業務引継ぎ 

     仮協定の締結後、令和９年４月１日の業務開始に向けて、随時協議や事務引継

ぎを行うこととします。なお、その経費は指定管理者が負担するものとします。 

     また、指定期間の終了又は指定の取消しにより、次期指定管理者に業務を引継

ぐ場合は、円滑かつ支障なく指定管理業務を遂行できるよう引き継ぐものとしま
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す。 

  

１０ 令和８年度指定管理者選定スケジュール（予定） 

月 日 内   容 

６月２３日（火） 募集要項及び管理業務基準書の公表 

７月 ３日（金） 説明会及び現地見学会参加申込書期限 

７月 ８日（水） 説明会の開催（申込制） 

７月１３日（月）～７月１５日（水） 現地見学会の開催（説明会に参加した法人等のみ） 

７月２１日（火）～７月３１日（金） 質問の受付（説明会及び現地見学会に参加した法人等のみ） 

８月 ７日（金） 
質問に対する回答（説明会及び現地見学会に参加した法人等の

み） 

８月１０日（月）～８月２１日（金） 申請書受付（書類審査） 

９月下旬～１０月下旬 選定委員会による審査 

１０月下旬 指定管理者候補の決定 

１０月下旬 仮協定書の締結 

１２月中旬 指定管理者の議決（市議会１２月定例会） 

１２月中旬 指定管理者の指定（決定） 

令和９年１月以降 基本協定書の締結  

令和９年２月～３月 事務引継ぎ、年度協定書締結のための協議 

 

１１ 問い合わせ先 

   深谷市こども未来部保育課学童保育係 

   深谷市仲町１１番１号 

   電 話：０４８－５７４―８６４８（直通） 

   ＦＡＸ：０４８－５５１―４４８０ 

   メール：hoiku@city.fukaya.saitama.jp 


